
 

「GREEN×EXPO 2027」地域説明会の開催について【情報提供】 

 

  「GREEN×EXPO 2027」に係る意見書を令和６年３月 29 日に横浜市町内会連合会から市長

へいただきました。これをふまえ、次のとおり「GREEN×EXPO 2027」の意義や概要をお伝え

し、さらなる幅広い理解促進、機運醸成につなげるため、自治会町内会や公園愛護会等、地

域活動にご尽力いただいている皆様を対象とした説明会を各区で開催します。 

   

１ お願いしたいこと 

 【区連長】  ご承知おきください。 

 【地区連長】ご承知おきください。 

※ 開催日程等については当局が各区と調整します。 

※ 区ごとの地域説明会の詳細が確定しましたら、市から地区連長および単位会長に対し

てご案内いたします。 

２ 開催概要 

(1） 対象 

単位自治会・町内会、公園愛護会、水辺愛護会、ハマロードサポーター、 

環境事業推進委員、横浜の森づくり活動団体 等 

(2) 会場 

公会堂、区民文化センターなど（約 300～400名程度のキャパシティ） 

(3) 説明者 

   横浜市長 山中 竹春 

(4) 時期 

５月下旬～８月末までに順次開催を予定 

(5) 時間 

１時間程度 

３ 進行イメージ（詳細は調整中） 

 内 容 時 間 

冒頭 司会から進行事項の説明 ５分 

 山中市長による説明 40分 

 意見交換 15分 

むすび 市長挨拶 等 ５分 

 

＜参考：「GREEN×EXPO 2027」の概要＞ 

 ■名  称：２０２７年国際園芸博覧会 

 ■会  場：旧上瀬谷通信施設（横浜市瀬谷区・旭区） 

 ■開催期間：2027年３月 19日（金）～2027年９月 26日（日） 

 ■ク ラ ス：A1（最上位クラス・BIE認定・AIPHの承認） 

 ■参加者数：1,500万人（ICT活用や地域連携などの多様な参加形態を含む） 

  （有料来場者数：1,000万人以上） 

市 連 会 ５ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ５ 月 1 3 日 
脱炭素・G R E E N× EX P O 推進局 



 

 

 

 

 

特別市の実現に向けた機運醸成の取組について【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  ５月２日に、市連会から「特別市の実現に向けた取組の推進についての意見書」を

市長あてにご提出いただきました。この中で「広報・周知を強力に進め、継続的に機

運醸成をはかっていただきたい」とのご意見もいただきました。 

令和６年度についても、特別市の理解促進、機運醸成に引き続き取り組んでまいり

ますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

 

３ 特別市に関する説明会 

  特別市に関する説明会を各区で開催していく予定です。対象者・開催時期・方法な

どは、各区と相談の上、各区の実情に沿って対応していきます。 

  このほか、シンポジウムの開催や、市職員が市民の皆さまのところにお伺いし、特

別市について直接ご説明する「出前説明会」を実施します。 

 

４ 特別市に関する広報 

 (1) ポスター・動画など 

   多くの市民の皆様に「特別市」のことを知っていただ 

くため、「ミライへの選択肢」をキーメッセージに、「横 

浜特別市」のロゴを作成しました。市庁舎や区役所をは 

じめ、市内の公共施設、駅、公共交通機関などで、動画 

やポスター・チラシ等による広報を行います。 

 (2) 広報よこはま 

   広報よこはまに特別市についての記事を隔月で掲載していきます。（５月～） 

 

 

 

 

 

 

横浜特別市のロゴ 

市 連 会 ５ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ６ 年 ５ 月 1 3 日 

政策経営局大都市制度推進本部室 

政策経営局 大都市制度推進本部室 制度企画課 

担当 渡邊・吉江 

TEL:045-671-2952  FAX：045-663-6561 

E メール：ss-seidokikaku@city.yokohama.jp 



横浜の未来を用意する ̶ 特別市の法制化へ

いまこそ、進化を選ぼう。

私たちを縛る古い枠組みを取り払い、

もっとスリム・スマート・スピーディな姿に。

横浜の魅力をさらに高め、

日本全体に活力をめぐらす。

それが、「特別市」がもたらす未来。

しかし、その選択肢はまだ用意されていない。

だからつくる、“ミライへの選択肢”を。

明日をひらく都市であり続けるために、

横浜市は、特別市の早期法制化を目指します。

横浜市政策経営局　大都市制度推進本部室　制度企画課　横浜市中区本町 6-50-10
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/bunken/daitoshi.html
 TEL  045-671-2952　FAX  045-663-6561

詳しくは
こちらから

令和6年4月

特別市



エコハマ（横浜市エコ家電応援キャンペーン第２弾）について【掲示依頼】 

 

１ 事業の趣旨 

 横浜市では、令和６年６月から、家計負担の軽減と CO2排出量の削減、脱炭素ライ

フスタイルへの転換のきっかけづくりのため、市内の登録店舗で、対象となるエコ家

電をご購入いただいた市民の皆様を対象に、ポイント還元を行う「エコハマ（横浜市

エコ家電応援キャンペーン第２弾）」を実施いたします。 

つきましては、別添の広報チラシを自治会町内会の掲示板に掲出いただき、市民の

皆様への周知にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】自治会町内会あて掲示物を送付します。掲示についてご協力をお願い

します。（可能な限り、令和６年 12 月 26 日（木）まで掲出いただき

ますよう、ご協力お願いいたします。） 

 

３ キャンペーン概要 

実施時期 

令和６年６月６日（木）～令和６年 12 月 26 日（木） 

※予算上限に達し次第早期終了 

※上記期間内に購入、設置、申請いただいたものが対象 

対象製品 一定の省エネ性能を満たす、エアコン・冷蔵庫・LED 照明器具 

登録店舗 市内家電取扱店舗のうち、事前にご登録いただいた店舗 

申請方法 オンライン申請または郵送申請 

還元内容 

本体購入価格（税抜）の 20％（上限３万円）分を、 

各種キャッシュレスポイントに交換できる「エコハマ Pay」ポイント 

または商品券で還元 

★登録店舗など詳細な情報は、キャンペーンサイトへ 

https://ecohama.city.yokohama.lg.jp/ 

 

４ お問い合わせ先 

 キャンペーンの内容に関すること 

エコハマお客様専用コールセンター 

（電話番号：045-900-4830、5/13（月）開設、土日祝・年末年始含む 10 時～18 時） 

 掲示板への掲出に関すること 

 脱炭素ライフスタイル推進課エコハマ担当（電話番号：671-2661） 

 

 

 

 

市連会５月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ５ 月 1 3 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
脱炭素ライフスタイル推進課 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
脱炭素ライフスタイル推進課 担当 東⽥・安室 
電話 045-671-2661 /FAX 045-550-4838 
メール da-ecohama@city.yokohama.jp 



下記の要件に該当する製品のうち、資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」に掲載されている製品が対象です。
キャンペーンサイトの「対象製品一覧」や店頭で、購入前に必ずご確認ください。

対 象 製 品

キャンペーン
期間 6月6日(木)・・・2024年 2024年

※キャンペーン期間内に購入・設置・申請した場合に還元対象となります。　  ※申請先着順で還元し、予算上限に達し次第、早期終了
※最終日(早期終了時は終了日)の申請は抽選での還元となる場合があります。  ※郵送申請は最終日(早期終了時は終了日)の消印有効

12月26日(木)

第 弾2

\横浜市民限定/

［二次元コード］

申 請 方 法

キャンペーン対象者

申請には対象製品購入時にお渡しする「申請チケット」やレシート、製品保証書、本人確認書類、LED照明器具の場合は設置前後の写真などが必要
です。詳細はキャンペーンサイトなどでご確認ください。　※郵送用の「申請用紙」はキャンペーンサイトまたはご購入店舗にて入手可能

キャンペーンサイトからオンライン申請  または  郵送申請※

※申請はお1人様
エアコン・冷蔵庫は各1台、
LED照明器具は2台まで。

エアコン 冷蔵庫
（450L以下の冷凍庫含む）

LED照明器具
（電球は対象外）

※本キャンペーン対象店舗としてご登録いただいた、市内の家電取扱
店舗です。キャンペーンサイトの「登録店舗一覧」でご覧いただけます。

節電効果の大きいエコ家電
(　　)１台あたり
上限３万円20％ 分を還元！本体購入価格(税抜)の

エコハマ（横浜市エコ家電応援キャンペーン第2弾）

お客様専用
コールセンター

お問い合わせ

https://ecohama.city.yokohama.lg.jp/

登録店舗・対象製品など、
詳しくはキャンペーンサイトへ

エコハマ
※おかけ間違いにご注意ください。［受付時間］ 10：00～18：00（土・日・祝、年末年始含む）   

［開設期間］ 2024年5月13日（月）～2025年2月24日（月）まで

TEL.045-900-4830

統一省エネラベル省エネ性能

【451L 以上】3.0以上
★★★

【450L 以下】2.0以上
★★

4.0以上
★★★★

2.4以上
（目標年度2027）

★★

キャンペーン期間内に登録店舗※で対象
製品を購入し、市内の自宅に設置した後
に申請した横浜市民の皆様

目印！

店頭では
このラベルが

還 元 方 法

※郵送での申請は、商品券での還元となります。 ※商品券をご選択いただいた場合、ポイント還元額
が500円分以上1,000円分未満の場合は、一律500円分のQUOカードにて還元いたします。ポイント
還元額が500円分未満となる申請は無効となります。 ※バニラVisaギフトカードは、VISAマークのある
店舗やオンラインショッピングで使用できるプリペイドカードです。

各種キャッシュレスポイントに
交換できる「エコハマPay」ポイント 商品券※

(バニラVisaギフトカード)または



 
よこはま防災 e-パークのリニューアルについて【周知依頼】 

 
１ 事業の趣旨 

  いつでも、どこでも、オンラインで身近に防災を学べる「よこはま防災 e-パーク」を令

和５年４月に開設し、運用しています。 
  この度、更なる利便性の向上のため、利用者の方の声を踏まえ、システムの機能改善や動

画制作など、ウェブサイトのリニューアルを行い、令和６年４月 16日（火）から市民の皆

様の利用を開始しています。 
  つきましては、別添チラシを活用し、自治会町内会の皆様へお知らせいただくようお願

いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

２ お願いしたいこと 

 【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で周知をお願いします。 
 

３ リニューアルの主な内容 

(1) 機能・デザイン 

ア 年代や学びたい内容など、簡単な質問に答えることで、利用者が学びたい学習コース 

を見つけることが可能になりました。 

イ 写真やイラストを使用し、分かりやすく、より見やすいデザインに変更しました。 

ウ 未就学児、小学生の学習コースでは、消防車等の写真が入ったデザインや月ごとに違 

うデザインの修了証の発行が可能になりました。 

(2) 動画・コンテンツ 

要点をまとめた短編動画を新たに掲載し、時間がない方でも気軽に学ぶことができる学 

習コースを作成しました。 

市連会５月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ５ 月 1 3 日 
消 防 局 予 防 課 

よこはま防災 e-パークとは？ 

70 本以上の動画やミニテストな

ど、充実したデジタル教材を揃え、

火災、救急、地震、風水害など、い

ざという時に備える幅広い防災の

知識を学ぶことができるウェブサ

イトです。 

よこはま防災 e-パークトップ画面 

（スマートフォン） 

よこはま防災 e-パーク 

二次元コード 

裏面あり 



(3) 新たな学習コース 

ア ３分シリーズ（一般の方向け） 

１本３分の動画により、防災の基本的な知識を簡単に学べるコースを構築 

イ 子育て世代コース 

子どもの命を守る視点で親子で楽しみながら防災対策やケガの予防対策などの予防 

救急について学べるコースを構築 

ウ 住宅防災診断 

ご家庭における防火・防災の取組状況を診断し、点数化するほか、診断結果を確認 

できるコンテンツを構築 

※ リニューアル内容の詳細につきましては、別添チラシをご参照ください。 

 

４ その他 

よこはま防災 e-パークをさらに利用しやすいウェブサイトにするため、利用者の皆様に

アンケートをお願いしています。ウェブサイト上からアンケートに回答いただけますので、

御協力をお願いいたします。 

 

 

【消防局予防課】 

担当 坂詰、小松 

電話 045-334-6406 /FAX 045-334-6610 

メール sy-yobo@city.yokohama.lg.jp 







 
地域防災活動の支援に向けた研修のご案内【周知依頼】 

 
１ 事業の趣旨 

  地域における防災活動の支援として、自治会・町内会員等向けに２つの研修をご案内し

ます。 
①横浜市の防災対策や地域防災活動の事例を WEB 研修で学ぶ「よこはま防災研修＜基

礎編＞」 
②地震火災や風水害の備え等、地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを派遣

して支援する「よこはま防災研修＜支援編＞」 
① 「よこはま防災研修＜基礎編＞」については今年度から全編 WEB での受講となりま

したので、いつでもどこでも気軽に受講することができます。地域防災力の強化につ

ながりますので、②「よこはま防災研修＜支援編＞」と合わせ、受講の周知をお願い

いたします。 
 

２ お願いしたいこと 

  【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で周知をお願いします。 

 

３ 研修の概要 

（１）内容 

   ①「よこはま防災研修＜基礎編＞」 
今年度からは横浜市消防局が運用している「よこはま防災 e-パーク」のＷＥＢ研修

を受講する形式としています。災害に対する日頃の備えなどの自助、地域防災拠点の運

営取組例を通じた共助の紹介、いざという時の避難方法の確認など、防災の基礎を学び、

地域の防災の担い手の育成や地域の防災・減災活動を推進する内容となっています。 

  ②「よこはま防災研修＜支援編＞」 
地域にアドバイザーを派遣し、防災まち歩きや安全マップ作成等を実施することによ

り、地域の防災力向上に向けた取組を支援します。 

地域の方と話し合いながら、地形、戸建てやマンション等の住居種別など、地域の実

情に沿った研修を実施します。 

 

（２）期間 

   ①「よこはま防災研修＜基礎編＞」 
WEB研修のため 24時間いつでも受講できます。 

   ②「よこはま防災研修＜支援編＞」 
令和６年６月から令和７年３月（具体的な受講日は各自治会・町内会等と調整） 

 
 
 

市連会５月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ５ 月 1 3 日 
総 務 局 地 域 防 災 課 



４ ご参加いただける方 

  ①「よこはま防災研修＜基礎編＞」 
自治会・町内会員、マンション管理組合員等を含む、どなたでもご参加いただけます。 

  ②「よこはま防災研修＜支援編＞」 
自治会・町内会員、マンション管理組合員

 
５ お申込みについて 

  【申込方法】以下の、URLや QRコードから申し込みいただけます。 

①よこはま防災研修＜基礎編＞ 

URL：https://bousaie-park.city.yokohama.lg.jp/ 

          

QRコード： 

 

 

        ②よこはま防災研修＜支援編＞ 

URL：https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home 

 

          QRコード： 

 

 

 

    【申込期限】①「よこはま防災研修＜基礎編＞」 
通年 

②「よこはま防災研修＜支援編＞」 
令和６年６月から 10月末まで 

 
 
 
 総務局地域防災課 

担当 佐久間、佐渡 
電話 045-671-3456 /FAX 045-641-1677 
メール so-chiikibousai@city.yokohama.jp 

https://bousaie-park.city.yokohama.lg.jp/
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home


 
 
 
 

「よこはま防災研修」では、町の防災組織（自治会・町内会等）において、防災・減災活動の担い手を

育成し、地域の防災・減災活動を推進してもらうことを目的としています。 
今年度から集合型研修を廃止し、横浜市消防局が運用している「よこはま防災ｅ‐パーク」内で学ぶ 

ＷＥＢ研修となっています。 
 ※昨年度の防災・減災推進研修＜基礎編＞から名称が変更となりました。 
 
１ 対象者 

どなたでも受講することができます。 
 
２ 研修内容 

次の４つのコンテンツから構成されています。 

・日頃の備え（自助・共助・公助、自宅の備え、マンションの防災対策） 
・風水害の備え（マイ・タイムラインの作成支援等） 
・町の防災訓練（町の防災組織の取り組み） 
・災害時の避難（新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難、在宅避難） 
 
３ 研修期間 

「よこはま防災ｅ‐パーク」内で２４時間受講可能です。 

※11 月以降にステップアップ編（旧応用編）及び事例発表会を開催する予定のため、早めの受講を 

オススメします。 

 

４ 研修受講方法 
「よこはま防災ｅ‐パーク」の【WEB 研修】に入っていただき、自由閲覧内にある【よこはま防災研

修】において各コンテンツを受講できます。受講後、修了証の発行を希望される場合は、新規登録をして

受講いただくことで発行可能となります。 

下記の URL、検索または QR コードから指定のサイトにアクセスしていただけます。 

 

 

https://bousaie-park.city.yokohama.lg.jp/ 

 

 

５ お問い合わせ 
その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。 

総務局地域防災課 佐久間・佐渡 

電 話：０４５-６７１-３４５６ 

 令和６年 よこはま防災研修＜基礎編＞のご案内 

 

よこはま防災ｅ‐パーク 検索 



横浜市電子申請・届出システム 

 
 
 
 
 

地震火災や風水害の備えなど地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを派遣して支援する研修です。 
１ 実施方法 
（１）対象・・・・・・・・自治会・町内会、マンション管理組合等 
（２）日数・・・・・・・・１地域につき、１日１時間半～２時間程度（ワークを希望する場合は３時間程度） 
（３）受付・・・・・・・・令和６年６月から１０月末まで 
（４）日時・・・・・・・・日程については地域の御担当者様と調整させていただきます。 
（５）場所・・・・・・・・原則、アドバイザーが地域に伺いますので、研修場所の確保をお願いします。 

                
２ 研修内容について 

下記②～⑤の中から最大３つまで選択し、①と希望されたプログラム及び所要時間を基に内容を決定します。 
支援編お申込み後に、具体的な研修内容をアドバイザーと調整させていただきます。 

研修プログラム（全団体共通） 所要時間 
① 地域における被害想定 / 基本的な災害への備え（自助・共助の取組）  30 分 
研修プログラム（自由選択）※最大３つまで 所要時間 
② 風水害への備え（マイ・タイムラインの作成支援等） 30 分～60 分 
③ 地震火災への備え（地震火災の危険性、感震ブレーカー設置助成 等） 30 分～60 分 
④ マンション防災 60 分 
⑤ グループワーク（災害時のケーススタディー、地域の危険性の把握 等） 60 分 

 

３ 申し込み要件 
●複数(５人以上)の研修参加者を確保することができること 
●研修実施場所を確保することができること 
 
４ お申し込み方法・お問い合わせ 

横浜市電子申請システムで必要事項を入力のうえ、研修希望日の２か月前までお申し込みください。 

 

                         もしくは 

 

５ 研修受講の決定 
研修受講の決定は、アドバイザーから直接申請者宛に御連絡いたします。その際に研修内容等の調整をさせて

いただきます。なお、申込状況や気象警報の発令等により、研修日を再調整させていただくことがあります。 

希望する地域が多数の場合、調整により今年度の派遣ができない場合もありますので予め御了承ください。 

 

６ 問い合わせ 
その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。 

総務局地域防災課 佐久間・佐渡 

電 話：０４５-６７１-３４５６ 

令和６年 よこはま防災研修＜支援編＞のご案内 
 







 
第９期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画 

（よこはまポジティブエイジング計画）の策定について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  令和６年度から始まる「第９期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症

施策推進計画（よこはまポジティブエイジング計画）」を策定しました。 
多くの市民の皆様に本市の施策・事業を知ってもらえるよう「計画概要版」「パンフレッ

ト」を、市役所、区役所、地域ケアプラザ、老人福祉センター、地区センター等で配布して

います。 
また、市役所、区役所、駅、公共交通機関等にて、広報動画を放映しています。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ よこはまポジティブエイジング計画の概要 

本計画では、高齢者の皆様が歳を重ねても自分らしく暮らせるまちを目指して、 

〇自分らしい暮らしの実現に向けて（情報発信や利便性向上） 

〇いきいきと暮らせる地域づくりを目指して 

（介護予防・健康づくり、社会参加や生活支援の推進） 

〇在宅生活を支えるサービスの充実と連携強化を目指して 

（介護サービスの充実や医療と介護の連携強化） 

〇ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して（高齢者の施設や住まいの整備） 

〇安心の介護を提供するために（介護人材の確保・定着や介護現場の業務改善） 

〇安定した介護保険制度の運営に向けて（介護サービスの適正化・質の向上） 

  〇認知症施策の推進（認知症の人や家族への支援）  
  など、様々な施策に取り組んでいます。 
 

４ 参考 

「計画概要版」「パンフレット」等については、市ウェブサイトで閲覧が可能です。 

 

 
 
 
 
 
 

市連会５月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ５ 月 1 3 日 
健康福祉局高齢健康福祉課 

健康福祉局高齢健康福祉課 
担当 郷原、武井、磯部 
電話045-671-3412 /FAX 045-550-3613 
メール kf-keikaku@city.yokohama.jp 

【横浜市ウェブサイト】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-
kaigo/koreisha-kaigo/kyogikai/chiikihoukatsu-care/9kikeikaku.html 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kyogikai/chiikihoukatsu-care/9kikeikaku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kyogikai/chiikihoukatsu-care/9kikeikaku.html




積極的で活力ある高齢社会を作りたい
人生経験が豊かであることを積極的に捉え、高齢者を尊重し、
その人らしい尊厳をいつまでも保つことができる地域を目指したい

地域の助け合いや専門職によるケアにより、
高齢者が自らの意思で自分らしく生きることができるよう、
一人ひとりの「生活の質（QOL）の向上」につなげていきたい

1

誰もが歳を重ねる中で

「ポジティブ エイジング」＝ 歳を重ねても自分らしく暮らす

心身の状態が変化したとしても

横浜市は「自分らしい高齢期の暮らし」の実現のため、様々な取組を行います

健康で自立した生活のために (P2)

心や体に変化を感じた時 (P3) 医療や介護が必要になった時 (P4)

社会参加
地域活動

将来への
備え

認知症の
早期発見

介護
サービス

医療と介護
の連携

認知症
施策

「ポジティブ エイジング」とは？１

横浜市は、次のような思いを「ポジティブ エイジング」に込めています

介護予防･
健康づくり
自立支援

相談先
の充実

介護
サービス
の充実



高齢者を対象とした地域のサロンや趣味活動の場、日常生活の小さな困りごとを
お手伝いする活動の情報などを検索できます。
地域活動（サロン、趣味活動の場、生活支援等）をお探しの方、地域で活躍した

い方はぜひご活用ください。

〇 エンディングノート
元気なうちから、これからの人生をどう歩ん

でいきたいか、自分の思いを記せるノートです。

【配布場所】各区高齢・障害支援課

18区のエンディングノート

〇 治療やケアの希望
〇 代理者の希望
〇 最期を迎える場所の希望

〇 成年後見制度
認知症をはじめ、自分ひとりで判断することが難しい方が

安心して生活できるよう、制度の利用を支援します。
【パンフレット配布場所】各区高齢・障害支援課、地域ケアプラザ等

よこはま成年後見推進

センター ホームページ

2

ヨコハマ地域活動・サービス検索ナビ

〇 金銭的なこと
〇 これからやってみたいこと
〇 大切な人へのメッセージ

※一部の区で実施、順次拡大

〇 もしも手帳
もしものときの医療やケアについて、元気なうち

から考えるきっかけにしたり、本人の考えを家族等
と話すための手帳です。
【配布場所】各区高齢・障害支援課、地域ケアプラザ等

社会参加の推進

ボランティア活動への参加を支援する
コーディネーターが、
① 希望者の経験やスキルを聞き取り

② 経験等に応じた活動の有無を
地域活動団体や企業等に確認

③ 希望者と活動をマッチング

シニア×生きがいマッチング事業

スマホアプリを活用し、
「通いの場」への参加状況を記録

① 参加者に、参加状況に応じてポイントを付与

② 参加状況をデータ化し、収集・分析

社会参加ポイント事業

健康で自立した生活のために

「自分らしい高齢期の暮らし」を支える主な取組2

地域活動・サービス情報の充実

将来に備えるための支援

問合せ 健康福祉局地域包括ケア推進課 電話：045-671-3464 FAX:045-550-4096

問合せ 健康福祉局地域包括ケア推進課 電話：045-671-3464 FAX:045-550-4096

高齢者の皆様が、「地域を支える担い手」として活躍できる環境の整備を進めます。
また、社会参加を通じて、介護予防・健康づくりにつなげます。



１

認知症の早期発見・早期対応

＜目的＞
認知症の疑いがある人を早期に発見し、診断と治療

につなげ、認知症の重症化を予防します。

＜対象者＞
50歳以上の市民（認知症の診断を受けていない方）

もの忘れ検診

3

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局・薬剤師の普及を促進します。

かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局・薬剤師とは

健康の相談や体調が悪い時などにまず相談する医師、歯科医師、薬局、薬剤師のこと。
日頃の状態をよく知る「かかりつけ医」等であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやす

く、病気の予防や早期発見・早期治療が可能になります。

介護予防･健康づくりと自立支援

心や体に変化を感じた時

相談先の充実

問合せ 医療局地域医療課 電話：045-671-2972 FAX:045-664-3851

問合せ 健康福祉局高齢在宅支援課 電話：045-671-4129 FAX:045-550-3612

精密検査の実施

受診

もの忘れ検診
実施医療機関

定期検診

定期通院

精密検査

の推奨

希望者に医療専門職による介護予防サービ

スのご提供、地域活動のご紹介

各種データ等から、フレイルやフレイルの

リスクが高い高齢者の方をピックアップ

該当の方に介護予防サービスのご案内を

お届け

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

※フレイルとは…

・「健康」と「要介護状態」の
“中間の状態”です

・早く気づいて予防することで、
状態の維持・改善が期待できます

医療や介護などの各種データ等を活用し、高齢者一人ひとりの健康課題に着目した、

「フレイル」※ の対策を実施します。 ※一部の区で実施、順次拡大

問合せ 健康福祉局地域包括ケア推進課 電話：045-671-3464 FAX:045-550-4096
高齢在宅支援課 電話：045-671-4129 FAX:045-550-3612



認知症の人や家族、地域住民、医療や福祉の専門
職など、誰でも気軽に集まれる場所です。

地域ケアプラザや医療機関、介護施設などで開催
されています。

市内の「認知症カフェの一覧」

突然の脳卒中などの脳血管疾患で入院するとき、必要な手続きや受けられる
サービスが分かる、本人・ご家族向けのパンフレットです。

【配布場所】各区高齢・障害支援課、地域ケアプラザ、一部の病院など

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう介護保険サービス等を充実します。

介護保険の内容は、Ｐ６「ハートページ」をご覧ください。

必要な時に適切な医療・介護サービスが受けられ、疾病の重症化や介護の重度化が予防
できるよう、医療と介護の連携を進めます。

「本人ミーティング」の開催や、「認知症カフェ」の支援を行います。

脳血管疾患ケアサポートガイド ～医療・介護連携ケアパス～

認知症の方が集い、自らの体験や希望、
必要としていることを語り合い、これか
らのよりよい暮らし、暮らしやすい地域
のあり方を一緒に話し合う場です。

高齢者の皆様が、日常生活の支援が必要になっても状況に応じた選択ができるように、
必要な施設や住まいを整備します。

本人ミーティング 認知症カフェ

4

ニーズや状況に応じた施設・住まいを目指して

令和６年度～８年度新規整備数（公募数）

医療や介護が必要になった時

介護保険サービス等の充実

医療と介護の連携強化

問合せ 健康福祉局高齢在宅支援課 電話：045-671-2405 FAX:045-550-3612

認知症の人や家族の居場所の充実

問合せ 健康福祉局高齢在宅支援課 電話：045-671-4129 FAX:045-550-3612

認知症高齢者
グループホーム

675人分程度

特定施設
（介護付有料老人ホーム等）

900人分程度

介護医療院

150人分程度

特別養護老人ホーム

700人分程度



〇 経済的な理由でユニット型施設への入所ができない方への対策
安価な多床室を希望する方が、ユニット型（個室）を利用できるよう、介護保険料が

第５～７段階相当の方を対象に、市独自に居住費(部屋代)を助成します。

〇 医療的ケアが必要な方への対策
特別養護老人ホームでは対応が難しい医療的ケアが必要な方のために、介護医療院を

150人分程度整備します。

〇 認知症の行動・心理症状により入所が難しい方への対策
夜間の介護職員を手厚く配置した特別養護老人ホームに、人件費を助成します。

小・中学生を対象に、介護職員の仕事や介
護現場で働くことの魅力を、介護職員等が直
接伝える出前授業を実施します。

介護職の魅力の発信とイメージアップ啓発

5

増大する介護ニーズに対応し、質の高いサービスを安定的に提供するため、①～④の
施策を柱として総合的に取り組みます。

① 新たな介護人材の確保

② 介護人材の定着支援

③ 専門性の向上

④ 介護現場の業務改善（生産性向上）

「ハラスメント相談センター(仮)」を設置し、
介護職員をハラスメント被害から守り、安心
して働くことができるよう支援します。

介護事業者向けのハラスメント対策

横浜市ホームページ「介護人材関連情報」

介護人材に関する情報はこちら

問合せ 健康福祉局介護事業指導課
電話：045-671-2356 FAX:045-550-3615

問合せ 健康福祉局高齢在宅支援課
電話：045-671-2405 FAX:045-550-3612

問合せ 健康福祉局高齢健康福祉課
電話：045-671-3920 FAX:045-550-3613

＜具体的な取組＞

ケアマネジャーの業務を利用者や家族に正
しく理解してもらうためのリーフレットの作
成を検討します。

ケアマネジャーに関するリーフレット作成

介護に関するトピックス3
特別養護老人ホームの新たな待機者対策

問合せ 健康福祉局高齢施設課 電話：045-671-3923 FAX:045-641-6408

安心の介護を提供するために



介護保険の利用者向けの情報をまとめた冊子です。

【配布場所】
各区高齢・障害支援課
市役所(市民情報センター）

ハートページ
(WEB版・PDF版)

「地域の身近な福祉保健の拠点」です。

（おおむね中学校区に１か所あります）

誰でも利用でき、専門知識を持った職員が

高齢者等の地域での生活の困りごと等に関す

る相談受付や支援を行っています。

高齢者福祉の情報をまとめた、
高齢期の自分らしい暮らし選び
応援サイトです。

高齢者の施設や住まいに関する相談窓口です。
専門の相談員が、窓口や電話での個別相談や、

施設情報・入所待ち状況などの情報を提供します。

（提供している施設の情報）
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、
認知症高齢者グループホーム、
有料老人ホームなど

住所 港南区上大岡西1－6－1 ゆめおおおかオフィスタワー14階

受付 月～金 9：00～17：00（土日祝休日、12/28～1/4は休み）

※第2・第4土曜日は予約相談のみ受付

電話 045-342-8866 FAX 045-840-5816

相談は事前予約制です。お電話かFAXでご連絡ください。

下記サイトで、自宅の住所を入力すると、

担当の地域ケアプラザ(地域包括支援センター)

が表示されます。

ふくしらべ「地域ケアプラザ検索」

ふくしらべ 横浜市介護保険総合案内パンフレット
「ハートページ」

6

身近な相談窓口・役立つ情報のご案内４
地域ケアプラザ

高齢期に必要な情報

高齢者施設・住まいの相談センター



社会全体で「介護保険」を支えています

介護保険は、「公費」と40歳以上の方が納め
る「保険料」を財源として運営しています。

保険料は、介護が必要な方の介護サービス費
用などをまかなうために使われます。

保険料の金額は、３年間のサービスの給付額
等の見込みに基づいて算定します。

将来の要介護認定者数、サービスの利用者数・
利用実績等から給付費を見込み、保険料 (※) を
算出しました。

第９期（令和６～８年度）
保険料基準額

6,620円/月

発行 横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉課
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10 
電話:045-671-3412 FAX:045-550-3613 :kf-keikaku@city.yokohama.lg.jp  

令和６年３月発行

7

※ 65歳以上の方（第１号被保険者）の保険料

計画書（概要版）の配布場所

・市役所（３階市民情報センター）
・各区役所
・地域ケアプラザ
・老人福祉センター
・地区センター など

計画書（全体版）を見るには？

市役所（３階市民情報センター）
各区役所、市内図書館で閲覧できます。

第９期の介護保険サービスの財源

計画書をインターネットで見るには？

横浜市ホームページで公開しています。

横浜市 ポジティブ 検索

介護保険サービス等について５
介護保険サービスの財源

介護保険料

よこはまポジティブエイジング計画について６

01121110
テキストボックス
令和6年5月頃から配布

01121110
テキストボックス
令和6年4月頃から閲覧開始



 

 
 
 
 
 
 
  

第５期横浜市地域福祉保健計画の策定について（情報提供） 

 

 １ 趣旨 

2024（令和６）年度から 2028（令和 10）年度を計画期間とする第５期横浜市地域福

祉保健計画（愛称：よこはま笑顔プラン）（以下、「第５期市計画」という。）について、

確定しましたので御報告します。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 

【地区連長】     区計画の策定に際して、よりよい地域づくりのご参考として、 

【単位会長】     お役立てください。 

 

 ３ 横浜市の地域福祉保健計画の概要 

（１）市計画・区計画・地区別計画の関係 

市計画、18区の区計画、地区別計画で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、市計画である「第５期横浜市地域福祉保健計画」を策定いたしました。今後

各区では、2026（令和８）年度から 2030（令和 12）年度を計画期間とする第５期区

地域福祉保健計画の策定に、今年度、来年度の２箇年で取り組んでまいります。 

 

市 連 会 ５ 月 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ５ 月 1 3 日 
健 康 福 祉 局 福 祉 保 健 課 

次頁あり 



 

 

（２）第５期市計画の全体像 

 
（３）第５期市計画を広く周知するための工夫 

・事例を多く盛り込んだ冊子 

社会情勢を鑑みたテーマや市内の取組などの事例を紹介しています。 

地域の先進的な取組や関連する市の施策など幅広く取り上げ、写真や図表を一

緒に掲載することで、計画を具体的にイメージしやすくなる内容になっています。 

・マンガ入りで分かりやすい概要版 

計画の考え方をイメージしやすくするため、マンガを盛り込むなど分かりやす

い概要版を作成しています。 

なお、冊子及び概要版は、区役所広報相談係、区役所福祉保健課、各区社協、地

域ケアプラザ等で御覧いただけます。 

・外国語版等も作成 

より多くの人に読んでいただけるよう英語、中国語、韓国語の３つの言語に翻訳

した概要版も作成しました。外国語版は市ホームページに掲載します。また今後は

点字版の作成も予定しています。 

 

４ その他 

  ５月上旬より各区区連会でも策定報告いたします。 

担当：健康福祉局福祉保健課  竹上、木内 
電話 045-671-3428 / FAX 045-664-3622 
メール kf-chifukukeikaku@city.yokohama.jp 



 

自治会町内会館の脱炭素化推進事業補助金について【情報提供】 

 
１ 趣旨 

  ３月１日から申請受付を開始した「自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金」の案内チラ

シについて、新たな情報を追記しましたので改めて配布させていただきます。 
（変更点は「３ チラシについて」のとおりです。） 
引き続き、補助金の活用についてご検討ください。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 
定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ チラシについて 

別添のとおり 

  （２月配付時からの変更点： 

①補助対象となる会館の拡大：マンションなどの集会所も対象とする旨の追加【表面】 

②設備導入にあたって建築士のアドバイザー派遣 問合せ先の追加【裏面】） 

 

【自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の概要】 

・活動の拠点である自治会町内会館等に、省エネ設備等の導入に必要な経費の一部を補助 

・申請期間：令和６年３月１日（金）～９月 30日（月） 

・補助率・補助上限額 

補助メニュー 補助率 補助上限額 

LED照明器具 ※1 ２／３ 60万円 

省エネエアコン ２／３ 130万円 

断熱窓など 

太陽光発電設備 

蓄電池 

２／３ 200万円※2 

詳細は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご覧ください。 

また、横浜市 Webページでは、申請様式もダウンロードできます。 

       横浜市 会館脱炭素  検索 

 
 

市連会５月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ５ 月 1 3 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

市民局地域支援部地域活動推進課 
担当 松永、高橋、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
Eメール  sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

※２ いずれかの実施も可。 

（ただし、蓄電池は太陽光発電設備との併

用に限る） 

 

 

【補助対象などに関するお問合せ・申請窓口】 

横浜市住宅供給公社 （事務委託先） 

電  話：０４５－４５１－７７４０ 

受付時間：平日 9:00～17:00  

(市 WEBページ) 

※１ 電球形ＬＥＤランプのみの交換も対象 

 



〇
〇
自
治
会
館

令和６年 5 月発行

自治会町内会館の脱炭素化を応援します ！

対象団体

申請期限

自治会町内会（地区連合町内会を含む）会館を所有している※

まで

横浜市 会館脱炭素

令和６年 金9月 30日 月

60万円
補助上限額

130万円
補助上限額

対象
製品

対象
製品 エ ア コ ンエ ア コ ン

200 万円
補助上限額

いずれかの実施でも申請ができます。

合算で

断熱窓など断熱窓などLED照明器具LED照明器具

省エネ性能
4.0

LTE-R0211

省エネ性能
2.4

ARC-R0409

断熱窓
太陽光
発電設備 蓄電池

電球形 LED ランプのみの
交換も対象

統一省エネラベル省エネ性能
★2.4 つ以上

家庭用

業務用

対象製品の要件、申請手続き等
の詳細は「募集案内」をご確認
ください。

対象
製品

�
�補

助
率

※会館を自己所有していない場合や、集合住宅等の集会所を活動の拠点と
　している町内会等も補助対象となる場合があります。
　詳しくは募集案内をご確認ください。

統一省エネラベル：家電の省エネ性能を分かりやすくラベルで表示したもの。星の数が多いほど省エネ性能が高いことを表しています。

APF省エネ基準達成率

目標年度2027年度 ％

この製品を１年間使用した場合の目安電気料金

円

ARC-R0409

○○○

○○,○○○

○.○

目安電気料金は、東京の外気温度を前提に算出していますが、使用する地
域により異なります。外気温度の他にも使用条件（設定温度、使用時間、
住宅性能等）や電力会社等により異なります。
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

4.0
省エネ性能

・統一省エネラベル省エネ性能★４つ以上
・省エネ型製品情報サイト未掲載の場合
  トップランナー基準達成製品　

トップランナー基準達成製品

（トップランナー基準達成製品）

横浜市は 2030 年度までの温室効果ガス
排出量 50% 削減を目指しています

横浜市  自治会町内会館
脱炭素化推進事業補助金

令和６年 12 月までの整備が対象



導
入
効
果

設備導入後、アンケートや普及啓発（セミナー等）の取組に協力いただくことがあります。

エアコン 断熱窓LED 照明器具
年間 CO₂排出量

申請方法 :
Ｅメール･郵送･委託先の横浜市住宅
供給公社の窓口への持参（予約制）
申請期限 :
令和６年９月 30日（月）

なお、見積徴収・契約する事業者は
横浜市内の事業者である必要があり
ます。「募集案内」を必ずご確認く
ださい。

手
続
き
の
流
れ

出典：スマートライフおすすめBOOK2023年度（2012年製品の年間消
費電力量部分）
※今回の対象製品（令和 6年１月時点）の平均値との比較
※年間電気代は、年間消費電力量に電力料金目安単価 31円 /kWh（税込）
を乗じて算出
※電力のCO₂排出係数は 0.45kg-CO₂/kWhで算出

出典：民間事業者が一般公開しているシミュレーションによる
※躯体の断熱性能は、リフォームの場合は昭和 55 年省エネ基準適合レベル
でそろえて算出
※年間電気代は、年間消費電力量に電力料金目安単価 31 円 /kWh（税込）
を乗じて算出
※電力のCO₂排出係数は 0.45kg-CO₂/kWhで算出
※戸建て、窓 10枚で算出した数値

出典：スマートライフおすすめBOOK2023年度（蛍光灯シーリングライ
トの年間消費電力量部分）
※今回の対象製品（令和 6年１月時点）の平均値との比較
※年間電気代は、年間消費電力量に電力料金目安単価 31円 /kWh（税込）
を乗じて算出
※電力のCO₂排出係数は 0.45kg-CO₂/kWhで算出

１台あたり 冷暖房費削減効果
（施工前との比較）

１台あたり

約 38kg削減！
年間電気代

年間消費電力量（kWh/ 年）

約 2,600 円 おトク！

蛍光灯
シーリングライト

LED
シーリングライト

136
kWh

52
kWh

年間 CO₂排出量

約 53kg削減！
年間電気代

年間消費電力量（kWh/ 年）

約 3,700 円 おトク！

901
kWh 783

kWh

年間 CO₂排出量

約 340kg削減！
年間電気代

約 23,600 円 おトク！

補
助
金
の
振
込

意
思
決
定
・
書
類
準
備

契
約･

着
手

交
付
決
定

補
助
申
請

補
助
金
の
請
求

交
付
額
確
定

施
工
業
者
へ
支
払

完
了
報
告

令
和
６
年
12
月
27
日（
金
）ま
で

お問合せ（申請方法等）

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課

電話 045-451-7740
E メール　yokohama-shoene@yokohama-kousya.or.jp

※おかけ間違いにご注意ください

事業実施主体：横浜市市民局地域活動推進課

アドバイザー派遣のご相談

電話 045-662-2711

外からの熱をシャットアウト
中の涼しい空気を逃さない

外からの冷気をシャットアウト
中の暖かい空気を逃さない

20232012

※一定条件のもと、住宅での使用を想定したものであり、自治会町内会館の実際の使用状況により、導入効果は異なります。

夏 冬

建築士が会館を訪問し、設備導入の際の工事内容、付帯工事の有無、注意点に
関するアドバイスを実施（１時間程度）。 相談・訪問にかかる料金は無料です。

横浜市建築士事務所協会　お問合せ先

事務委託先

※ 訪問する建築士は、横浜市が契約をしている事業者です。現地訪問は、調整の上、土・日曜日、祝日も可能。
    ただし、アドバイザー派遣まで、２週間ほどお時間をいただきます。
※ 事前の調整なしに、横浜市の派遣により事業者が訪問することはありません。
※ アドバイザーは、特定の事業者を紹介することはできません。

受付時間
平日 9:00 ～ 17:00

受付時間
平日 9:00 ～ 12:00/
      13:00 ～ 16:30
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横 浜 市 町 内 会 連 合 会 規 約                                      

                                                

制  定 昭和３６年６月２０日 

最近改正  令和４年６月１０日  

（名 称）  

第１条  本会は、横浜市町内会連合会という。  

（目 的）  

第２条  横浜市町内会連合会（以下「会」という。）は、市内各区連合町内会相互の

連携を密にし、地域社会の振興・発展を図ることを目的とする。 

（事 業）  

第３条  会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 市との情報並びに意見調整。 

 (2) 市内各区連合町内会との連絡調整及び情報交換。 

 (3) 生活環境に関連する諸問題の実現化促進｡ 

 (4) 地域振興に関連する諸問題の調査検討。 

 (5) その他必要な事項。 

（構 成）  

第４条  会は、各区連合町内会（これに相当する組織を含む）の長をもって構成する。

（役 員）  

第５条  会に、次の役員を置く。 

  会  長   １ 人 

  副 会 長   ２ 人 

  幹  事   若干人 

  会  計   １ 人 

  会計監査   １ 人  

２  役員は、構成員の互選によって定める。  

３  会長の任期は１年とし、１回に限り再任することができる。  

４  会長を除く役員の任期は１年とし、再任を妨げない。  

５  補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。  

６  前項の規定は、第３項の会長の任期にこれを算入しない。 

（役員の任務） 

第６条 会長は、会の業務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

３ 幹事は、副会長を補佐する。 

４ 会計は、会の会計を担当する。 

５ 会計監査は、会の会計を監査する。 

（幹事会） 

第７条 会の円滑な運営を図るために、会長、副会長、幹事により開催し、定例会の

議題の事前確認、その他、必要事項に関する協議を行う。 
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（推薦委員会）  

第８条  役員の選任にあたっては、推薦委員会を設置する。  

２  推薦委員会は、第５条第１項に定める役員の推薦結果を会に提案する。  

３  推薦委員会は、委員５人以内をもって組織する。  

４  委員は、第５条第１項に定める役員のうち幹事から１人、役員を除く構成員から

４人以内を選任する。  

（顧 問）  

第９条  会に、顧問を置くことができる。  

２  顧問は、会に大きな功労のあった者のうちから、会長が委嘱する。 

（会 議）  

第10条  会議は、必要の都度会長が招集し、その議長となる。 

（決 議） 

第11条 会の決議を要する事項は、構成員の過半数の賛成を要する。 

（部 会）  

第12条  会には、必要に応じて部会を置くことができる。 

２  部会の構成は、構成員のうちから会議で選出した者をもって充てる。 

（経 費）  

第13条  会の経費は、横浜市及び神奈川県の補助金その他の収入をもって充てる。 

（会計年度）  

第14条  会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

（事務局）  

第15条  会に、事務局を設け、市民局地域支援部地域活動推進課内に置く。 

（会議への委任）  

第16条  この規約に定めるもののほか、会の運営その他必要な事項については、会議

で定める。 

（規約の改正）  

第17条  この規約を改正するときは、構成員の過半数の議決を要する。 

 附 則 

この規約は、昭和３６年６月２０日から施行する。 

 附 則 

この規約は、昭和５０年６月１２日から施行する。 

 附 則 

この規約は、昭和５０年１１月１２日から施行する。 

附 則 

この規約は、昭和５１年６月１２日から施行する。 

 附 則 

この規約は、昭和５２年７月１２日から施行する。 

 附 則 

この規約は、昭和５９年６月８日から施行する。 
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 附 則 

この規約は、平成５年６月１２日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成９年５月１２日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成１６年４月１２日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成１８年４月１２日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２４年５月１１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和２年２月１２日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和４年６月１０日から施行する。 



令和６年５月 13日  

  

令和６年度 各審議会・協議会等就任委員について 

 

市連会役員改選に伴う、新規の各審議会・協議会等就任委員です。 

（敬称略） 

審議会・協議会等名称 任 期 役職名 就任者名 旧就任者氏名 

共同募金会横浜市支会 R5.5～R7.5 副支会長 馬場 勝己（泉区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

横浜市交通安全対策協議会 

(交通安全部会含む） 
なし 委員 馬場 勝己（泉区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

神奈川県交通安全対策協議会 

(交通安全部会・高齢者対策部会含む） 
なし 委員 馬場 勝己（泉区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

横浜マラソン組織委員会 なし 委員 馬場 勝己（泉区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

第９回アフリカ開発会議横浜開催推

進協議会 
市連会長 委員 馬場 勝己（泉区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

横浜市明るい選挙推進協議会 R6.5～R8.5 委員 吉井 肇（南区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

ガーデンネックレス横浜実行委員会 なし 委員 吉井 肇（南区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 R3.6～R7.6 理事 吉井 肇（南区） 馬場 勝己（泉区） 

横浜市国民保護協議会 R6.3～R8.3 委員 松澤 秀夫（中区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

横浜市防災会議 なし 委員 松澤 秀夫（中区） 網代 宗四郎（瀬谷区） 

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 R3.6～R7.6 評議員 松澤 秀夫（中区） 佐藤 潮（神奈川区） 

横浜環境活動賞審査委員会 R5.11～R7.10 委員 堀 功生（保土ケ谷区） 堀 功生（保土ケ谷区） 

学校規模適正化等検討委員会 R5.10～R7.10 委員 細田 利明（栄区） 細田 利明（栄区） 

公益財団法人 横浜市緑の協会 R4.6～R6.6 理事 細田 利明（栄区） 石川 建治（鶴見区） 

横浜市建築物等における不良な生活

環境の解消及び発生の防止に関する

審議会 

R4.12 

～R6.11 
委員 細田 利明（栄区） 松澤 秀夫（中区） 

横浜市民生委員推薦会 R4.9～R7.8 委員 菊池 賢児（戸塚区） 菊池 賢児（戸塚区） 

横浜みどりアップ計画市民推進会議 R6.4～R8.3 委員 菊池 賢児（戸塚区） 関根 宏一（青葉区） 

横浜市都市計画審議会 R4.7～R6.7 委員 古屋 文雄（港南区） 古屋 文雄（港南区） 

横浜市シルバー人材センター評議員 R2.6～R6.6 評議員 古屋 文雄（港南区） 吉井 肇（南区） 

公益財団法人 横浜市総合保健医療

財団 
R2.7～R6.6 評議員 関 治美（港北区） 関 治美（港北区） 



よこはまふれあい助成金運営委員会 R5.4～R7.3 委員 関 治美（港北区） 吉井 肇（南区） 

横浜市介護保険運営協議会 R3.8～R6.8 委員 吉野 富雄（都筑区） 吉野 富雄（都筑区） 

横浜市環境創造審議会 R5.7～R7.6 委員 吉野 富雄（都筑区） 松澤 秀夫（中区） 

横浜市廃棄物減量化・資源化等推進

審議会 
R5.9～R7.8 委員 林 重克（旭区） 林 重克 （旭区） 

横浜市社会福祉審議会 R4.1～R7.1 委員 木村 赳（緑区） 木村 赳 （緑区） 

横浜市屋外広告物審議会 R4.12～R6.11 委員 平野 周二（西区） 平野 周二（西区） 

公益財団法人 横浜市資源循環公社 

理事会 
R6.4～R7.3 理事 宮野 昌夫（鶴見区） 石川 建治（鶴見区） 

公益財団法人 横浜市建築保全公社

評議員会 
R5.7～R6.6 評議員 須田 幸雄（磯子区） 横田 秀昭（磯子区） 

自転車等施策検討協議会 
R4.10～

R6.9 
委員 久保田 実（青葉区） 馬場 勝己（泉区） 

横浜市地域福祉保健計画策定・推進

委員会 
R6.4～R8.3 委員 岐部 文明（神奈川区） 佐藤 潮（神奈川区） 

横浜市広報企画審議会 R5.7～R6.6 委員 増田 一行（金沢区）  

横浜市特別職職員議員報酬等審議会 R5.11～R7.10 委員 新会長（瀬谷区） 堀 功生（保土ケ谷区） 

横浜市地域公共交通会議 R5.4～R7.3 委員     なし 関根 宏一（青葉区） 
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